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役職 氏  名 学級担任等 担当教科 

校長 平井 秀昭   

教頭 加藤 俊明   

教諭 岡崎 利美 １年１組 保健体育 

教諭 鈴木 悠平 しおかぜ１組 特別支援 

教諭 本庄 昌宏 しおかぜ２組 特別支援 

教諭 堀内美津子 １年副担 数学・家庭 

教諭 山本 彩華 しおかぜ副担 家庭 

教諭 池田 美佳 ２年１組 音楽 

教諭 亀井 雄太 ２年２組 数学 

教諭 野田 恭吾 しおかぜ３組  

教諭 井上 拓也 ２年副担 理科 

教諭 上嶋 秀俊 ３年１組 美術・技術 

教諭 髙田 裕也 ３年２組 国語 

教諭 播磨 香織 ３年副担 英語 

教諭 鈴木美智恵 ３年副担 社会 

養教 山田 紀子 養護教諭 

事務 内海 洋子 事務職員 

用務 岩部  学 用務員 

配膳 吉川 章子 配膳員 

カウンセラー 嶋崎 玲子 スクールカウンセラー 

 

十四節気の一つ「小雪」が過ぎ、朝晩の寒さが身に染みるこの頃です。今月に入り、

初雪の便りもあちこちから聞こえてきます。いよいよ本格的な冬を迎える季節となり

ました。 

さて、学校では先週から今週にかけて三者懇談と個人懇談が行われています。三年 

生にとっては進路選択の大事な時期になります。ぜひ、それぞれがより良い選択をしてもらえれ

ばと考えます。 

今まで多くの中学生と接してきましたが、最終的には自分を信じ切れる者が成果を出していたよ

うに思います。自信。それはまさに「自分を信じること」です。そして本当に自分を信じ切れるか

どうかで、成果に大きな差が生まれます。では、その自信はどうやって手に入れることができるの

でしょうか。それは、日々の小さな努力の積み重ねしかありません。その努力を信じ、「できないん

じゃないか」という不安や疑いをぬぐい去ることができれば、揺るぎない自信をもつことができる

と思います。 

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 

なぜ一流のスポーツ選手が、大舞台で地に足を着け堂々とプレーでき

るのか。なぜパリオリンピックで日本代表の選手たちは多くのメダルを

獲得できたのか。それは今までやってきた練習の積み重ねに、絶対的な

自信をもっていたからです。自分自身と向き合い、今までの練習や行動

を自問自答し、「大丈夫！」「絶対できる！」と自分を信じ切れたからこ

そ、大舞台でも伸び伸びとしたプレーができ、成果が出せたのです。 

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 

今、努力していないのに成果だけを求める人が多いように感じます。（闇バイト関連の事件の増加

などはその傾向の一つかもしれません。）しかし、たとえ努力せずに成果が出たとしても、それは本

当の自信とはなりません。なぜなら、自分を信じ切るだけの裏付け・根拠がないからです。何か壁 

にぶつかったときにはすぐに自信を失ってしまうでしょう。技術が

あっても本当の自信がなければ大舞台で力を発揮することはできま

せん。 

自信とは、「自分は、目標達成のためにできる限りのことをトコト

ンやりきった。」と思えるほどの努力を積み重ねることで生まれてく

るのです。やらされた努力では、これっぽっちも自信にはつながっ

ていきません。 

受験という試練に立ち向かっていく３年生、そして中学校生活の

中で様々なことに挑戦し、活躍しようとしている１・２年生の皆さ

んには、揺るぎない自信をもって物事にトライできるよう、今この

一瞬を大事にして努力を積み重ねていって欲しいと思います。 

自分を信じて    校長 冨士原 孝浩 

 

学校ホームページ 
定期更新中！ 

【北海道警察よりお知らせ】 

 



●12月の学習内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 国 語 社 会 数 学 理 科 音 楽 美 術 保健体育 技術・家庭 英 語 

１
年 

今に生きる言葉 
「不便」の価値 
を見つめ直す 
助言を自分の 
文章に生かそう 
漢字に親しもう 
文法への扉２書写 

（地理） 
南アメリカ州 
～ 
オセアニア州 

第５章２節  
基本の作図 
～ 
章の問題A 

大地の変化 
第１章 
火をふく大地 
～ 
第２章 
動き続ける 
大地 

雅楽「越天楽」 構成の美しさ  バスケット 
ボール 

（技術） 
木材加工の製作 
プラスチックの
特特 
（家庭） 
私たちの消費 
生活と環境 

Program7 
Research on  
Australia 

２
年 

漢字に親しもう 
モアイは語る 
立場を尊重して 
話し合おう 
月夜の浜辺 

（歴史） 
知識を世界に 
求めて～ 
憲法の条規に 
より之を行う 
（地理） 
中部～関東地方 

第５章２節  
平行四辺形 

第１章  
静電気と電流 
～ 
第２章  
電流の性質 

歌舞伎 
アルトリコー
ダー 

心の中の世界 
（Ａ表現） 
（Ｂ鑑賞）   

バスケット 
ボール 

（技術） 
エネルギー変換
技術の原理と 
仕組み 
（家庭） 
私たちの消費 
生活と環境 

Reading2 
Friendship 
beyond Time  
and Borders～ 
Power-up4 
空港アナウンス
を聞こう 

３
年 

夏草（おくのほそ道） 
古典名句・名言集 
誰かの代わりに 
情報を読み取って
文章を書こう 
漢字３文法への扉 
エルサルバドルの 
少女ヘスース  

私たちの暮らし
と経済 
～ 
安心して豊かに
暮らせる社会 

第７章２節  
三平方の定理
の利用 
～ 
第８章 
標本調査 
章の問題A 

第１章 
自然のなかの
生物 
～ 
第３章 科学
技術と人間 

耳でたどる 
音楽史 
 

アートオブジェ
を作ろう 
 

バスケット 
ボール 

（技術） 
計測・制御の 
プログラミング 
順次、分岐、反復 
（家庭） 
私たちの成長と
家族・地域 

Step5 
ディスカッシ
ョンをしよう 
～ 
Program7 
Is AI a Friend 
or an Enemy? 

●令和６年度小樽市青少年読書感想文コンクールに入賞！ 

○入賞 ３年 ○○ ○○さん 

「もっと障がい者に優しい世界へ」 

12月の行事予定 
★：放課後自習室（平井先生）の実施日 

Ｓ：相場スクールカウンセラーの来校日 

日 曜 行事予定 授業 

1 日   

2 月  6 

3 火 税の作文表彰式 6 

4 水 ★ 6 

5 木 進路委員会 5 

6 金 職員会議 6 

7 土   

8 日   

9 月 ★ 6 

10 火 一斉専門委員会 5 

11 水 教育局訪問 PTA事務局会議 6 

12 木 職員会議 5 

13 金 ★ 6 

14 土                

15 日   

16 月 ６時間目 冬休みの計画 6 

17 火 特別支援近隣校交流学習 6 

18 水  6 

19 木 新入生保護者説明会（15：00～） 5 

20 金  6 

21 土   

22 日   

23 月  6 

24 火 大掃除  終業式 5 

25 水 冬の自習室① 9：00～11：00  

26 木 冬の自習室② 9：00～11：00  

27 金 冬の自習室③ 9：00～11：00  

28 土 学校閉庁日  

29 日 学校閉庁日  

30 月 学校閉庁日  

31 火 学校閉庁日  

※今月はカウンセラーの来校日はありません 

●いじめ防止基本方針を改定しました 

小樽市いじめ防止基本方針が９月に改定された

ことを受け、いじめ防止基本方針を 11月より改

定しています。（H
ホーム

P
ページ

に全文掲載） 本校では、

全教職員が「いじめは、いつでもどこでも誰にで

も発生する」「いじめ見逃しゼロ」という認識に立

ち、いじめが発生した場合は、迅速かつ誠実に、

組織的に対応し早期解決を目指します。ご不安な

点がありましたら、遠慮なくご相談ください。 

●第２回児童会・生徒会オンラインミーティングを実施しました 

11月26日（火）の午後、銭函地区の小中４校の児童会・生徒会役員

がオンラインミーティングを行いました。今回のテーマは「寄り添い、 

思いやる」といういじめ防止キャンペー

ンに基づいたものです。スプレッドシー

トに書き込みながら交流しました。参加

した生徒は「ポスターなどを作って呼び

かけたい」と話していました。 

（
一
部
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま
す
） 

さ
て
、
そ
ん
な
「
南
海
ト
ラ
フ
地
震
」
が
起
こ
っ

た
と
し
た
ら
、
こ
の
物
語
で
い
う
中
川
博
美
の
よ
う

な
障
が
い
を
抱
え
る
人
た
ち
は
、
し
っ
か
り
と
逃
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
で
き
る
と
は

言
い
難
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
障
が
い
者
」
と
一

口
に
言
っ
て
も
様
々
な
障
が
い
者
が
い
る
こ
と
は
知

っ
て
い
る
。（
中
略
） 

私
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
行
っ
た
と
き

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。（
中
略
）
当
時
は
高
い

場
所
が
少
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
東
日
本
大
震
災
後
、

避
難
を
す
る
た
め
の
丘
が
い
く
つ
か
作
ら
れ
、
ま
た

震
災
が
起
き
た
と
き
に
備
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

あ
な
た
の
住
む
地
域
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
私
の
住

む
地
域
で
は
海
が
近
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
対

策
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。（
中
略
） 

震
災
の
被
害
を
大
き
く
受
け
た
地
域
や
、
こ
の
物

語
の
舞
台
と
し
て
登
場
す
る
障
が
い
者
支
援
都
市

「W
A

N
O

K
U

N
I

」
な
ど
と
他
の
地
域
で
は
、
全
く

異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
皆
が
避
難
し
や
す
い

場
所
」
だ
。
先
程
の
避
難
を
す
る
た
め
の
丘
で
あ
れ

ば
、（
中
略
）
避
難
し
に
く
い
障
が
い
者
が
あ
ま
り
遠

く
へ
行
か
ず
に
避
難
が
で
き
る
は
ず
だ
。（
中
略
） 

こ
の
よ
う
に
私
は
、
も
っ
と
障
が
い
者
に
優
し
い

世
界
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
今
よ
り
も
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め
て
い
く
だ

け
で
も
、
違
っ
て
く
る
は
ず
だ
。
い
く
つ
か
起
こ
る

か
も
し
れ
な
い
最
悪
の
事
態
に
備
え
て
、
今
か
ら
で

き
る
こ
と
を
少
し
ず
つ
や
っ
て
い
こ
う
。
人
と
人
と

が
助
け
合
っ
て
い
く
こ
と
で
、
障
が
い
者
に
も
優
し

い
世
界
が
完
成
す
る
は
ず
だ
。 

小樽市立銭函中学校いじめ防止基本方針 

令和６年 11月１日改定 

 

 

１ はじめに 

  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形

成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な影響を生じさせる恐れがあるもので

あり、決して許されるものではありません。いじめは、冷やかしやからかいなどのほか、情報機器を

介したもの、暴力行為や不登校へと発展するものなど多様で複雑化しており、１人の教員や保護者だ

けでは解決が難しくなっています。いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の１つであり、

学校が一丸となって保護者や関係機関等と連携し、組織的に取り組むことが必要です。 

生徒が安全・安心で、意欲をもって充実した学校生活を送ることができるよう、「いじめは、どの

学校でも、どの子どもにも起こりうるもの」「いじめ見逃しゼロ」という認識に立ち、いじめの防止

と早期発見・早期対応を図るため、令和６年９月に改訂された「小樽市いじめ防止基本方針」に基づ

き「小樽市立銭函中学校いじめ防止基本方針」を定め、全職員で組織的に対応します。 

 

  【根拠法令等】 

   ◎いじめ防止対策推進法          ◎いじめ防止等のための基本的な方針 

   ◎北海道いじめの防止等に関する条例    ◎北海道いじめ防止基本方針 

   ◎小樽市いじめ防止対策推進条例  ◎小樽市いじめ防止基本方針 等 

 

 

２ いじめの理解 

（１）定義 

   生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の

生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 

【主ないじめの内容】 

  ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

 ・仲間はずれ、集団による無視をされる 

   ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

 ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

   ・金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

 ・嫌なことや恥かしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

 ・インターネットを通じて、誹謗中傷や嫌なことをされる（本人が気付いていない中での行為も

含む） 

 

【警察と連携した「いじめ問題」への対応】 

いじめのうち、犯罪行為として取り扱われるべきいじめ行為が発生した場合は、教育委員会

または警察に相談・通報し、適切な援助を求める。また、学校として警察へ相談・通報を行う

ことについて、あらかじめ生徒及び保護者等に対して説明する。年度途中の転入した場合等に

も、同様に説明する。 

    例：暴行、傷害、強制わいせつ、恐喝、窃盗、器物破損、強要、脅迫、名誉毀損、侮辱、 

自殺関与、児童ポルノ提供等、リベンジポルノなど 

 


